
 
 
 
 
 
  山形県では、平成２２年１２月からの大雪等による影響や被害を受けた農家の皆様に対し、

以下の内容により支援を行います。 

 

 

● 事業を実施できる方は、農業協同組合、農業法人および農業者団体（３戸以上）です。 

● 各支援とも、補助金の交付決定を受けた後の実施となります。 

● 事業完了後は、原則として農業共済に加入してください（将来の災害に備えるためです）。 

 

１ 融雪剤の購入に対する支援 

  春作業の支障とならないよう農地の融雪を図るために購入した融雪剤に対して補助し

ます。 

  ◇補助金の額 

   600円/10ａ （県：定額 450円/10ａ、市町村：150円/10ａ以上） 

  ◇対象となる農地 

農地の種類 平成 23年 3月 1日現在の積雪深 

果樹園地 概ね 70cmを超える地域 

野菜畑等（すいか、夏ねぎ、葉たばこ等） 

水稲育苗予定地 
概ね 140cmを超える地域 

 

 

 

  ◇対象となる融雪剤 

   「てんろ石灰」または「炭の粉」等（たい肥、土などは対象となりません） 

 

２ 農業用施設復旧に対する支援 

  被害を受けた園芸用ハウス等の施設復旧に要する資材の購入等に対して補助します。 

  ◇補助金の額 

   復旧資材購入等に要する経費の１/２に相当する額（県：1/3、市町村：1/6以上） 

ただし、単位面積当たり限度額により算出した額のいずれか低い額 

  ◇補助金の単位面積当たり限度額 

   ・野菜・花き等の施設 52.5万円/10ａ（県：35万円/10ａ、市町村：17.5万円/10ａ以上） 

 

   ・おうとう加温施設  180万円/10ａ（県：120万円/10ａ、市町村：60万円/10ａ以上） 

  ◇対象となる施設 

   ・耐用年数に達していない施設 

 

   ・過去に補助事業を受けたことのない施設 

 

 

平成 23年 3月 山形県農林水産部 

１ 融雪剤の共同購入   ２ 農業用施設の復旧  ３ おうとう雨よけ施設の復旧 

今冬の大雪で受けた被害の復旧や融雪剤に対する支援を行います！ 
（山形県雪害対策事業のあらまし） 

 

●融雪時期の遅延により萌芽が遅れ、適期出荷や販売等に支障をきたす恐れがある作物 

（アスパラガス、にら等）も対象になります【市町村にご相談ください】。 

●積雪深の『概ね』とは、約８割を目安とします。 

●水稲やたばこの育苗ハウスも対象になります。 

裏面に続く 

●『過去に補助を受けた施設』についても、①適切な雪害対策に努めたものの被災したものであ

ること、②自力復旧が困難で地域農業への影響が大きいことの２要件を満たすと、市町村長が

認めた場合に限り、一定の手続きを経たうえで、補助対象にすることができます。 

●『耐用年数』については、法定耐用年数の概ね２割増しの年数とします。 



３ おうとう雨よけ施設復旧に対する支援 

  被害を受けたおうとう雨よけ施設の復旧に要する資材の購入等に対して補助します。 

  ◇補助金の額 

   復旧資材購入等に要する経費の３/１０に相当する額（県：1/5、市町村：1/10以上） 

ただし、単位面積当たり限度額により算出した額のいずれか低い額 

  ◇補助金の単位面積当たり限度額 

   22.5万円/10ａ （県：15万円/10ａ、市町村：7.5万円/10ａ以上） 

  ◇対象となる施設 

   ・耐用年数に達していない施設 

   ・過去に補助事業を受けたことのない施設 

 

 

 平成２３年度における雪害対策の支援（予定）   ・・・ 県議会の予算議決が前提です 

① 農業用施設復旧やおうとう雨よけ施設復旧に対する支援期間の延長 

農業用施設復旧とおうとう雨よけ施設の復旧については、平成２３年度に入ってから

の復旧についても支援の対象とする予定です。 

② 果樹棚復旧に対する支援 

   被害を受けた果樹棚復旧に要する資材の購入に対して補助する予定です。 

◇補助金の額 

   復旧資材購入等に要する経費の１/２に相当する額（県：1/3、市町村：1/6以上） 

ただし、単位面積当たり限度額により算出した額のいずれか低い額   

  ◇補助金の単位面積当たり限度額 

   9.6万円/10ａ （県：6.4万円/10ａ、市町村：3.2万円/10ａ以上） 

③ 補植用果樹苗木購入に対する支援 

    樹体被害を受けた果樹について、補植用の苗木の購入に対して補助する予定です。 

◇補助金の額 

   苗木購入に要する経費の３/４に相当する額（県：1/2、市町村：1/4以上） 

ただし、限度額（基準単価×植栽本数×1/2）のいずれか低い額 

④ 山形県農林漁業天災対策資金 

    天災による被害が著しく、かつ、県経済に及ぼす影響が大であると認められる場合 

（被害額１０億円程度以上）には、県農林漁業天災対策資金制度を発動し、無利子又

は低利で資金が借りられるよう支援する予定です。 

 

 

 農林水産業元気再生戦略に沿った産地拡大や規模拡大等の取組みに対する支援（予定）  

                                      ・・・ 県議会の予算議決が前提です 

雪害に対する支援とは別に、園芸作物の産地拡大や畜産農家等の規模拡大などの取組みに

対して、次の支援を行う予定です。 

● 園芸用ハウス等の長寿命化を目的とする更新・補修 

● 生産規模拡大のための園芸用施設の整備や果樹苗木の導入、畜産関連施設の整備 

● さくらんぼ長期被覆施設の新設や更新・補修（受粉樹の適正導入や低樹高化が条件） 

● 優良品目や品種への改植のための果樹苗木の導入 

 ● 農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業における支援 

詳しくは、お近くの市町村または各総合支庁農業振興課にお問い合わせください。 

●『耐用年数』と『過去に補助を受けた施設』

については、２と同じ取扱いになります。 


